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名称 所在地 総貯水量(千㎥) かんがい受益面積(ha)

地蔵様 雄和新波 １ 3

東ヶ沢 雄和萱ヶ沢 333 13

中里 雄和椿川 26 40

三替沢 雄和平沢 6 2

平沢大堤 雄和平沢 150 25

臼ヶ沢 雄和平尾鳥 8 7

寺沢第１ 雄和新波 145 50
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第１５ 災害危険地域の災害予防に関する資料

資料１５－１ 秋田市災害危険区域に関する条例

平成16年11月15日

条例第110号

〔趣 旨〕

第１条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1

項の規定による災害危険区域の指定および同条第2項の規定による建築物の建築の制

限に関し必要な事項を定めるものとする。

〔災害危険区域〕

第２条 法第39条第1項の規定により災害危険区域として指定する区域は、土石流その他の

災害による危険が特に著しい区域として、秋田市河辺神内字振作の区域内で市長が指

定する区域とする。

２．市長は、前項の規定により災害危険区域を指定したときは、その区域を告示するもの

とする。

〔建築の制限〕

第３条 前条の災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は、建築してはならな

い。

〔委任〕

第４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年1月11日から施行する。
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